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障害者総合支援法（抜粋） 

（市町村障害福祉計画） 

第 88 条 市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく

業務の円滑な実施に関する計画（以下「市町村障害福祉計画」という。）を定めるものとする。 

２ 市町村障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

（１）障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項 

（２）各年度における指定障害者福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごと

の必要な量の見込 

（３）地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 

児童福祉法（抜粋） 

（市町村障害児福祉計画） 

第 33 条の 20 市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保そ

の他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画（以下「市町村障害児福祉計画」

という。）を定めるものとする。 

２ 市町村障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

（１）障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項 

（２）各年度における指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量 

第１章 計画の概要 

 

Ⅰ 計画策定の背景と趣旨 

 本町では、平成 18 年４月に「障害者自立支援法（平成 17 年法律第 123 号）」

が施行されたことに伴い、福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提

供体制の確保に関することや、各年度における福祉サービス等の必要な見込量

などを確保するための方策を定めた「金ケ崎町障害福祉計画」を策定しました。 

また、平成 25 年４月には地域社会における共生の実現に向け、障害者自立支援

法に替わる新たな福祉制度を定めた「障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（平成 25 年法律第 123 号）」（以下、「障害者総合支援法」

という。）が施行され、障がい福祉サービスにかかる支援が総合的に行われてい

ます。 

現在「第６期金ケ崎町障がい福祉計画」を実施しており、この計画では児童福

祉法（昭和 22 年法律 164 号）の改正により障がい児通所支援などの見込量を定

める「第２期金ケ崎町障がい児福祉計画」も合わせて策定し、障がい者（児）

福祉の向上を図っています。 

今般の計画の見直しは、「第６期金ケ崎町障がい福祉計画」及び「第２期金ケ崎

町障がい児福祉計画」の進捗状況等の評価・分析を行ったうえで、引き続き取

り組むべき課題を整理し、これらを踏まえたサービス基盤整備への取組を着実

に推進するため、上位計画である「第２期金ケ崎町障がい者福祉計画」との整

合性を取りながら、令和８年度を目標年度とした「第７期金ケ崎町障がい福祉

計画」及び「第３期金ケ崎町障がい児福祉計画」を策定するものです。 
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Ⅱ 計画の性格 

この計画は、障害者総合支援法第 88 条及び児童福祉法第 33 条の 20 の規定に

基づき、国の定める基本指針に沿って策定するものです。 

金ケ崎町総合計画との整合性を確保しつつ「金ケ崎町障がい者福祉計画」を上

位計画として、当該計画に掲げる事項のうち、障がい福祉サービス、障がい児通

所支援、相談支援体制及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する具体的な

実施計画と位置づけます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 計画の期間 

市町村障害福祉計画は、３年を１期として策定することとされています。 

第７期金ケ崎町障がい福祉計画及び第３期金ケ崎町障がい児福祉計画は、令和

６年度から令和８年度までの３か年を計画期間とします。 

 

  

（障がい者施策の基本事項を定める計画） 

障害基本法 

（令和元年度～令和８年度） 

金ケ崎町障がい者福祉計画 

（障がい福祉サービス等の実施を定める計画） （令和６年度～令和８年度） 

障害者総合支援法・児童福祉法 

金ケ崎町障がい福祉計画 

金ケ崎町障がい児福祉計画 

実施計画 
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Ⅳ 基本目標 

第２期金ケ崎町障がい者福祉計画及び第６期金ケ崎町障がい福祉計画・第２期

障がい児福祉計画で掲げている、障がいのある人もない人もお互いに人格と個性

を尊重し合いながら、住み慣れた地域で安心して「共に暮らし」、「社会に参加し

ていく」ことのできるまちの実現を目指すことを基本目標として引き継ぎ、その

推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ 計画の策定及び推進体制について 

本計画策定にあたっては、障がいのある人の生活実態や支援施策に関する意見

を把握し、計画に反映させるため、施設担当者へのアンケートやパブリックコメ

ントを行い、障がい福祉サービスの提供体制整備及び計画的な推進を図るための

参考としました。 

また、これらを基に、障がい者関係団体や障がい者福祉施設の代表等により構

成された金ケ崎町地域自立支援協議会を中心に、計画策定について協議・検討を

行いました。 

計画の推進にあたっては、保健、福祉、教育、労働をはじめとする関係機関等

との密接な連携の下、効果的な事業執行に努めるとともに、年度ごとに計画の達

成状況、事業の進捗状況等について点検・把握し、評価を行い、その評価にあた

っては、金ケ崎町地域自立支援協議会等に情報提供を行いながら、意見を聴取し

必要な対策を講じることで、計画の着実な進行管理に努めます。 

 

  

「住みなれた地域で共に暮らし、 

共に社会参加するまちの実現」 

～だれもが暮らしやすいまち かねがさき～ 

基本目標 
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Ⅵ 国の基本指針 

○施設入所者の地域生活への移行促進 

 国の指針では、令和４年度時点の福祉施設入所者のうち、令和８年度末にお

ける地域生活に移行する者の目標値を次のとおり設定しています。 

① 令和４年度末時点の施設入所者数の６％以上が地域生活へ移行する。 

② 令和４年度末の施設入所者数を５％以上削減する。 

 

○地域生活支援の充実 

 国の指針では、令和８年度末までの間、各市町村において地域生活支援拠点

等を整備するとともに、コーディネーターの配置、支援ネットワーク等による

効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築をすすめ、また、年１回以上、

支援の実績等を踏まえ運用状況を検証及び検討することとしています。 

 また、強度行動障がいを有する者に関し、各市町村において支援ニーズを把

握し、支援体制の整備を進めることとしています。 

 

○福祉施設から一般就労への移行 

 国の指針では、令和８年度中に福祉施設から一般就労へ移行する者の目標値

を次のとおり設定しています。 

① 令和３年度の一般就労への移行実績を 1.28 倍以上にする。うち、就労移

行支援事業所 1.31 倍以上、就労継続支援 A 型事業所 1.29 倍以上、就労

継続支援 B 型事業所 1.28 倍以上としています。 

② 就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了者に占める一般

就労へ移行した者の割合が５割以上の事業所を全体の５割以上とするこ

ととしています。 

③ 就労定着支援事業の利用者数については、令和３年度の実績の 1.41 倍以

上とすることとしています。 

④ 就労定着支援事業の就労定着率が７割以上の事業所を全体の２割５分以

上としています。 

 

○相談支援体制の充実・強化等 

 国の指針では、令和８年度末までに各市町村において、総合的・専門的な相 

談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化を実施する体制を確保すること

としています。 

 また、協議会における個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改

善等を行うこととしています。 
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Ⅶ 障害者総合支援法に基づくサービス内容 

総合的な自立支援給付システムの構築 

障害者総合支援法に基づき提供されるサービスは、全国一律に定められた

「自立支援給付」と、地域での生活を支えるために、地方自治体が地域の実情

に応じて柔軟に実施する地域生活支援事業により構成されています。また、自

立支援給付は障がい福祉サービス（介護給付・訓練等給付）、自立支援医療、補

装具費に分けられます。 

 

 

  

補 装 具 給 付 

障がい者計画相談支援給付 ※障害者総合支援法 
障がい児相談支援給付   ※児童福祉法 

 
○相談支援 
○成年後見制度利用支援（H24.4～） 
〇意思疎通支援（手話通訳派遣等） 
○日常生活用具給付 
○移動支援 
○基幹相談支援センター等機能強化事業 
〇地域活動支援センター機能強化事業 

必 須 事 業 
 

○日中一時支援 
○地域活動支援センター 

  （創作的活動、生産活動の機会提供 
  社会との交流促進等） 
○生活訓練等 
○社会参加支援 
○知的障がい者職親委託 
○自動車改造費等助成 

任 意 事 業 

■専門性の高い相談支援  ■広域支援  ■人材育成 等 

岩 手 県 

地域生活支援事業 

金 ケ 崎 町 

 
○居宅介護  
○重度訪問介護 
○同行援助 
○行動援護 
○重度障がい者等包括支援 

訪問系サービス 
 
○生活介護 
○自立訓練 
（機能訓練・生活訓練） 
○就労移行支援 
○就労継続支援

○就労定着支援（H30.4～） 
○就労選択支援（R7.10～） 
○療養介護 
○短期入所  
○施設入所支援 
○共同生活援助

日中活動系サービス 

自立支援給付 

 
○児童発達支援 
○医療型児童発達支援 
○放課後児童デイサービス 
○保育所等訪問支援 
○居宅訪問型児童発達支援 

（H30.4～） 

障がい児通所給付 
（児童福祉法） 

 
○自立生活援助（H30.4～） 
○共同生活援助

○施設入所支援 

 

居住系サービス 

 

 
○更生医療 
○育成医療 
○精神通院医療 
 (実施主体は都道府県等) 

自立支援医療 

 支 援 



 

第２章 障がいのある人を取り巻く状況 

8 
 

（単位：人） 

 第２章 障がいのある人を取り巻く状況 

 

Ⅰ 人口の推移  

本町の総人口は、近年減少傾向にあります。また、令和４年度末現在の総人口

に対する65歳以上の老年人口は4,696人（31.0％）で平成28年度末現在（28.9％）

と比べ 2.9 ポイント増加しており、高齢化が進んでいます。 

人口の推移 

区  分 平成２８年度 令和元年度 令和４年度 

総人口 15,850 100% 15,550 100% 15,129 100% 

 14 歳以下 2,012 12.7% 1,892 12.2% 1,746 11.5% 

 15～64 歳 9,265 58.4% 8,964 57.6% 8,687 57.4% 

 65 歳以上 4,573 28.9% 4,694 30.2% 4,696 31.0% 

資料：住民基本台帳（各年度３月末現在） 

 

 

12.7% 12.2% 11.5%

58.5% 57.6% 57.4%

28.9% 30.2% 31.0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成28年度 令和元年度 令和４年度

65歳以上

15～64歳

14歳以下

2,012 1,892 1,746 

9,265 8,964 8,687 

4,573 4,694 4,696 

15,850 15,550 15,129 

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

平成28年度 令和元年度 令和４年度

65歳以上

15～64歳

14歳以下

（人）
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（単位：人） 

（単位：人） 

Ⅱ 身体障がい者（児） 

身体障害者手帳所持者数は、令和４年度末現在 501 人で、総人口に占める割合

は 3.3％となっています。 

障がいの種別では、「肢体不自由」が 240 人（47.9％）、次いで「内部障がい」

が 160 人（31.9％）、「聴覚・平衡機能障がい」が 60 人（12.0％）の順になってい

ます。 

障がい等級別では、１～２級の重度障がい者（児）が 250 人（49.9％）で、総

人口に占める割合は 1.7％となっています。 

年齢別身体障がい者（児）数の推移 
区  分 平成 2８年度 令和元年度 令和４年度 

18 歳未満 ８ 10 6 

18 歳以上 609 579 496 

計 609 589 501 

資料：保健福祉センター（各年度３月末現在） 

令和４年度年齢別身体障がい者（児）数 
区  分 18 歳未満 18～64 歳 65 歳以上 計 

視覚・視野 0 6 26 32 6.4% 

聴覚・平衡 0 27 33 60 12.0% 

音声・言語・そしゃく 0 5 4 9 1.8% 

肢体不自由 4 60 176 240 47.9% 

内 部 2 31 127 160 31.9% 

 

心臓 1 10 71 82 51.3% 

じん臓 0 11 24 35 21.9% 

呼吸器 1 1 9 11 6.9% 

ぼうこう・直腸・小腸 0 6 23 29 18.1% 

免疫 0 2 0 2 1.3% 

肝臓 0 1 0 1 0.5 % 

計 6 129 366 501 100% 

資料：保健福祉センター（令和 5 年３月末現在） 
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（単位：人） 

（単位：人） 

6.4%

12.0%

1.8%

47.9%

31.9%

令和４年度
視覚・視野

聴覚・平衡

音声・言語・

そしゃく

肢体不自由

内部

32%

18%16%

20%

6%
8%

令和４年度

１級

２級

３級

４級

５級

６級

身体障がい者（児）数の推移（障がい別） 
区  分 平成 28 年度 令和元年度 令和４年度 

視覚・視野 46 7.5% 45 7.6% 32 6.4% 

聴覚・平衡 77 12.5% 64 10.9% 60 12.0% 

音声・言語・そしゃく 8 1.3% 11 1.9% 9 1.8% 

肢体不自由 323 52.3% 287 48.7% 240 47.9% 

内   部 163 26.4% 182 30.9% 160 31.9% 

計 617 100% 589 100% 501 100% 

資料：保健福祉センター（各年度３月末現在） 

身体障がい者（児）数の推移（等級別） 
区  分 平成 28 年度 令和元年度 令和 4 年度 

１級 188 30.5% 181 30.7% 158 31.5% 

２級 111 18.0% 105 17.8% 92 18.4% 

３級 106 17.2% 95 16.1% 80 16.0% 

４級 114 18.5% 121 20.6% 101 20.1% 

５級 39 6.3% 33 5.6% 28 5.6% 

６級 59 9.5% 54 9.2% 42 8.4% 

計 617 100% 589 100% 501 100% 

資料：保健福祉センター（各年度３月末現在） 

   

46 45 32
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0
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（単位：人） 

（単位：人） 

5%

24%

9%
62%

令和4年度 知的障がい者(児)

A判定 18歳未満

A判定 18歳以上

B判定 18歳未満

B判定 18歳以上

27%

52%

21%

令和４年度 精神障がい者(児)

1 級

2 級

3 級

Ⅲ 知的障がい者（児） 

療育手帳所持者数による知的障がい者（児）の数は、近年、横ばい傾向であり

令和４年度末現在は 150 名で、総人口に占める割合は 1.0％となっています。 

手帳等級については、18 歳以上のＢ判定の手帳交付者が 62.0％を占めていま

す。 

療育手帳所持者数の推移 

区  分 平成 28 年度 令和元年度 令和４年度 

A 判定 
18 歳未満 8 5.3% 7 4.6% 7 4.7% 

18 歳以上 36 23.8% 40 26.5% 36 24.0% 

B 判定 
18 歳未満 20 13.3% 10 6.6% 14 9.3% 

18 歳以上 87 57.6% 94 62.3% 93 62.0% 

計 

18 歳未満 28 18.5% 17 11.3% 21 14.0% 

18 歳以上 123 81.5% 134 88.7% 129 86.0% 

計 151 100% 151 100% 150 100% 

資料：保健福祉センター（各年度３月末現在） 

 

Ⅳ 精神障がい者（児） 

精神障害者保健福祉手帳所持者数は増加傾向であり、令和４年度末現在名で、

総人口に占める割合は 0.8％となっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

区  分 平成 28 年度 令和元年度 令和４年度 

1 級 30 42.8% 30 33.0% 33 27.5% 

2 級 27 38.6% 48 52.7% 62 51.7% 

3 級 13 18.6% 13 14.3% 25 20.8% 

計 70 100% 91 100% 120 100% 

資料：保健福祉センター（各年度３月末現在） 
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（単位：人） 

Ⅴ 発達障がい者（児） 

「発達障害者支援法（平成 16 年号外法律第 167 号）」において、発達障がいと

は「自閉症※1、アスペルガー症候群※2、その他の広汎性発達障がい※3、学習障が

い※4、注意欠陥多動性障がい※5、その他これに類する脳機能の障がいであって、

その症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」とされて

います。 

自閉症の発症率については、1,000 人対１人から２人程度と考えられていまし

たが、知的障がいを伴わない高機能自閉症※6の概念等が普及するにつれ、発症率

がさらに高くなることが想定されてきています。 

しかし、発達障がい者（児）数については、成人期までを含めた調査資料がな

いことから、正確な人数の把握はできていないのが現状です。 

放課後等デイサービス利用者推移  

区  分 
平成 

28 年度 

令和 

元年度 

令和４年度 

 
うち知的 

障がい 

うち身体 

障がい 

うち発達 

障がい 

サービス支給決定人数 30 50 50 17 4 28 

資料：保健福祉センター（各年度３月末現在） 

  
※１【自閉症】 

 自閉症とは、「コミュニケーションが苦手」「興味や行動の強いこだわり」「相

互的な対人関係の障がい」などを特徴とする発達障がいです。３歳までにいず

れかの症状がみられると言われています。 

※２【アスペルガー症候群】 

自閉症の特徴のうち知能や言語の遅れがないものをいいます。特定分野にお

いて極めて高い能力や知識を持つことも多いと言われています。 

※３【広汎性発達障がい】 

自閉症、アスペルガー症候群のほか、レット障がい、小児期崩壊性障がい、特

定不能の広汎性発達障がいを含む総称です。 

※４【学習障がい】 

学習障がいとは、基本的には全般的な知的発達に遅れはありませんが、聞く、

話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に

著しい困難を示す障がいです。 

※５【注意欠陥多動性障がい】 

気が散りやすい・忘れっぽい・些細なミスをする・考えずに行動する・落ち着

きがないなど、年齢相応に不釣合いな、注意力・衝動性・多動性の症状がみられ

る障がいです。 

※６【高機能自閉症】 

「対人関係を作ることが困難」「言葉の発達の遅れ」「興味や関心が狭く特定

のものにこだわる」といった特徴を有する障がいである自閉症のうち、知的発

達の遅れがないものをいいます。 
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Ⅵ 高次脳機能障がい 

高次脳機能障がい※1とは、頭部外傷や脳血管障がい等による脳の損傷の後遺症

として、「ミスが多い」「作業が長く続けられない」等の注意障がいや、「約束を忘

れてしまう」「何度も同じことを繰り返し質問する」等の記憶障がい、「予定の時

間に間に合わない」「言われたとおりに作業を完成させることができない」等の

遂行機能障がい、「子どもっぽい」「感情を爆発させる」等の社会的行動障がいな

どが生じ、このため日常生活、社会生活への適応が困難になる障がいです。 

障がいの特性として、本人や家族など周囲の人も気づきにくく、実態把握が困

難な状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

Ⅶ 難病患者 

難病※1患者数（特定医療費（指定難病）医療受給者数）は、令和５年４月１日

現在で、金ケ崎町では 89 人です。 

「難病対策要綱（昭和47年厚生省発表）」において難病の定義がなされており、

「難病の患者に対する医療等に関する法律（平成 26 年法律第 50 号）」において

56 疾患が医療費の助成対象となりました。現在では、医療費の助成対象が 338 疾

患に拡大しています。 

 

  ※１【難病】 

厚生労働省が指定した特定疾患の通称です。厚生労働省が昭和 47 年に定めた

「難病対策要綱」では、①原因不明、治療法未確定であり、かつ後遺症を残すお

それが少なくない疾患、②経過が慢性にわたり、経済的問題のみならず介護等に

著しく人手を要するために家族等の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾

患としています。 

※１【高次脳機能障がい】 

頭部外傷、脳血管障がいなどの脳損傷に起因する記憶障がい、注意障がい、遂

行機能障がい、社会的行動障がいなどにより、日常生活または社会生活への適応

に困難を有する状態のことです。 



 

第３章 実施状況 

14 
 

第３章 実施状況 

 

Ⅰ 数値目標に対する実績 

１ 福祉施設の入所者から地域生活への移行促進 

項  目 数  値 考 え 方 

令和元年度末の施設入所者数 

（A） 
17 人 

令和元年度末時点の施設入所者

数 

令和５年度末の施設入所者数 

（B） 
16 人 令和５年度末の利用人員見込 

【目標値】 

削減見込（A - B） 

１人 

（A の 6％） 

差引減少見込数 

（国の目標：6.0％） 

【実績】 

施設入所者数の削減数 

△１人 

（A の△6％） 

令和４年度末の施設入所者数 

18 人 

【目標値】 

施設入所者の地域生活移行者数 

２人 

（A の 11％） 

施設入所からグループホーム、一

般住宅等に地域移行を目指す人

数（国の目標：6.0％） 

【実績】 

地域生活移行者数 

1 人 

（A の 6％） 

地域生活移行者数 

（令和元年度末～令和４年度） 

 
施設入居者数は横ばいであり、入居者が地域移行するにあたり、本人の健康状態

や意思、自宅に戻る際の受入れ体制の状態、グループホームの状況等により移行が

進んでいない状況にあります。 
今後は、施設入所者の地域生活への移行を推進するため、引き続き「施設での生

活」から「地域での生活」への求められる支援等の把握と分析に努めます。 
また、地域自立支援協議会をはじめとする関係者のネットワーク強化を図り、地域

での生活の支援に努めます。 
 

２ 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

【目標値】 令和５年度末の保健・医療・福祉関係者による協議の場等の数 1 か所 

【実績】 
令和３年度末の保健・医療・福祉関係者による協議の場等の数 ０か所 

令和４年度末の保健・医療・福祉関係者による協議の場等の数 ０か所 

現在、精神障がい者における地域移行等に係る協議の場の設置はしていないもの

の、圏域においては協議の場を設けています。今後はこの協議の場において情報共

有等を行い、意向に合った地域移行等の支援ができるよう努めます。 
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３ 地域生活支援拠点等の整備 

【目標値】 令和５年度末の地域生活支援拠点等の数 １か所 

【実績】 
令和３年度末の地域生活支援拠点等の数 ０か所 

令和４年度末の地域生活支援拠点等の数 ０か所 

緊急時の受入れ対応や相談支援機能の体制整備が必要とされていますが、町単独

での設置は多額の費用を必要とすることや対応する事業所の確保が困難であるこ

とから、圏域での整備に向け関係機関との意見交換を行う等、検討していきます。 

 

４ 福祉施設から一般就労への移行促進 

項  目 数  値 考 え 方 

現在の年間一般就労移行者数 １人 
令和元年度において就労移行支援事業等

を通じた一般就労への移行者数 

【目標値】 

目標年度の年間一般就労移行者数 
４人 

令和５年度において就労移行支援事業等

を通じた一般就労への移行者数 

（国の目標：1.27 倍以上） 

【実績】 

一般就労移行者数 
1 人 

令和４年度において就労移行支援事業等

を通じた一般就労への移行者数 

 

項  目 数  値 考 え 方 

就労移行支援事業所の一般就労移

行者数 
0 人 

令和元年度末における就労移行支援事業

所の一般就労移行者数 

【目標値】 

目標年度の移行者数 
1 人 

令和５年度末の就労移行支援事業所の移

行者数（国の目標：1.30 倍以上） 

【実績】 

利用者数 
１人 

令和４年度末の就労移行支援事業所の利

用者数 

 

項  目 数  値 考 え 方 

就労継続支援 A 型事業所の移行者

数 
0 人 

令和元年度末における、就労継続支援 A

型事業所の移行者数 

【目標値】 

目標年度の移行者数 
1 人 

令和５年度末における、就労継続支援 A

型事業所の移行者数 

（国の目標：1.26 倍以上） 

【実績】 

利用者数 
0 人 

令和４年度末の就労継続支援 A 型事業所

の移行者数 
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項  目 数  値 考 え 方 

就労継続支援 B 型事業所の移行者

数 
1 人 

令和元年度末における、就労継続支援 B

型事業所の移行者数 

【目標値】 

目標年度の移行者数 
2 人 

令和５年度末における、就労継続支援 B

型事業所の移行者数 

（国の目標：1.23 倍以上） 

【実績】 

利用者数 
0 人 

令和４年度末の就労継続支援 B 型事業所

の移行者数 

 

項  目 

 
数  値 考 え 方 

就労定着支援利用者数の割合 

及び就労定着率 

0％ 

0％ 

令和元年度末における、就労定着支援の

利用者の割合及び利用事業所の割合 

【目標値】 

目標年度の就労定着支援利用者の

割合 

70％ 
令和５年度における就労移行支援事業所

等を通じた一般就労移行者数の７割 

【実績】 

就労定着支援利用者の割合 
0％ 

令和４年度末の就労移行支援事業所等を

通じた一般就労移行者数の割合 

【目標値】 

目標年度の就労定着率が 8 割以上

の事業所の割合 

70％ 
就労定着支援事業所のうち、就労定着率

８割以上の事業所が全体の７割以上 

【実績】 

就労定着支援利用者の割合 
0％ 

令和４年度末の就労定着率８割以上の就

労定着支援事業所の割合 

 
就労移行支援事業所等の利用により、利用者の一定数は就労に結びついています。

しかし、一般就労への移行は少なく、就労移行支援事業所利用後は就労継続支援 A
型・B 型事業所への就労が多くなっているのが現状です。今後は、一般就労に結び

つくよう胆江・障害者就業生活支援センターとの連携も含め、取り組んでいきます。 
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５ 障がい児支援の提供体制の整備等 

（１）児童発達支援センターの設置 

【目標値】 令和５年度末の児童発達支援センターの数 １か所 

【実績】 
令和３年度末の児童発達支援センターの数 ０か所 

令和４年度末の児童発達支援センターの数 ０か所 

 

（２）保育所等訪問支援体制の構築 

【目標値】 令和５年度末の保育所等訪問支援の数 １か所 

【実績】 
令和３年度末の保育所等訪問支援の数 ０か所 

令和４年度末の保育所等訪問支援の数 ０か所 

 

（３）重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサー

ビス事業所の確保 

【目標値】 
令和５年度末の重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業

所の数 
１か所 

【実績】 

令和３年度末の重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業

所の数 
０か所 

令和４年度末の重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業

所の数 
０か所 

 

【目標値】 
令和５年度末の重症心身障がい児を支援する放課後等デイサー

ビス事業所の数 
１か所 

【実績】 

令和３年度末の重症心身障がい児を支援する放課後等デイサー

ビス事業所の数 
０か所 

令和４年度末の重症心身障がい児を支援する放課後等デイサー

ビス事業所の数 
０か所 

 

（４）医療的ケア児の適切な支援体制の確保 

【目標値】 
令和５年度末の保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機

関等が連携を図るための協議の場の設置数 
１か所 

【実績】 

令和３年度末の保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機

関等が連携を図るための協議の場の数 
１か所 

令和４年度末の保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機

関等が連携を図るための協議の場の数 
１か所 

 

関係機関等との協議の場を確保し、体制の整備を図っているものの、町内に障が

い児通所サービスを提供できる事業所の設置ができていない状況にあります。今後

は、圏域での協議を進めながら、サービス提供できる体制の整備に努めます。 
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（月あたり） 

（月あたり） 

Ⅱ 障がい福祉サービスの見込量に対する実績 

１ 訪問系サービス 

区  分 単位 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

見込量 実績値 見込量 実績値 見込量 
実績値 

（見込） 

居宅介護 

重度訪問介護 

同行援護 

行動援護 

重度障がい者等包括支援 

時間 90 59.8 90 64.4 90 83.7 

人 15 13.2 15 13.4 15 14.6 

 

訪問系サービス利用は増加傾向にあり、今後もニーズが増えることが予想されま

す。安心・安全な在宅生活に繋がる支援体制の強化が課題となっています。 

 

２ 日中活動系サービス 

区  分 単位 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

見込量 実績値 見込量 実績値 見込量 
実績値 

（見込） 

生活介護 
延べ日数 925 881.3 962 851.8 999 933.9 

利用者数 50 47.9 52 48.4 54 52.6 

自立訓練（機能訓練） 
延べ日数 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

利用者数 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

自立訓練（生活訓練） 
延べ日数 15 12.3 15 0.0 15 0.0 

利用者数 1 1.0 1 0.0 1 0.0 

就労移行支援 
延べ日数 22 0.8 22 41.8 22 44.8 

利用者数 1 0.1 1 2.2 1 2.8 

就労移行支援（A 型） 
延べ日数 88 64.9 88 149.5 88 252.4 

利用者数 4 3.0 4 7.8 4 13.0 

就労移行支援（B 型） 
延べ日数 990 942.1 1,008 972.2 1,026 958.9 

利用者数 55 55.9 56 57.7 57 55.0 

就労定着支援 利用者数 1 0 1 0 1 0 

療養介護 利用者数 5 5.0 5 4.6 5 4.0 

短期入所（福祉型） 
延べ日数 48 31.8 48 12.1 48 15.7 

利用者数 6 3.7 6 3.9 6 4.7 

短期入所（医療型） 
延べ日数 0 1.0 0 2.3 0 3.1 

利用者数 0 0.5 0 0.8 0 0.9 
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（月あたり） 

（月あたり） 

日中活動系サービス利用は増加傾向にあります。就労継続支援事業所Ａ型につい

ては、近隣市でＡ型事業所が２事業所から５事業所に増加していることもあり、利

用者が増加傾向にあります。また、短期入所においては、障害特性と利用事業所の

相性等、利用者の希望がマッチングされないことや、希望者が多く予約が取りにく

い状況にあることなどからサービス提供事業者の確保が大きな課題となっていま

す。 

 

３ 居住系サービス 

区  分 単位 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

見込量 実績値 見込量 実績値 見込量 
実績値 

（見込） 

自立生活援助 利用者数 1 0.0 1 0.0 1 0.0 

共同生活援助 

（グループホーム） 
利用者数 28 28.8 30 32.3 32 36.7 

施設入所支援 利用者数 17 18.8 17 18.3 16 17.9 

 

居宅系サービス利用者が固定されてきており、町内及び近隣市町のグループホー

ム等は満員状態となっています。しかし、今後は生活の場として、グループホーム

等を希望する利用者の増加が予想されることから、将来的な需要に応えられるよう

身近な地域における居住の場の確保が課題となっています。 

 

４ 相談支援 

区  分 単位 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

見込量 実績値 見込量 実績値 見込量 
実績値 

（見込） 

計画相談支援 利用者数 28 26.1 28 26.7 28 28.9 

地域移行支援 利用者数 1 0.0 1 0.0 1 0.0 

地域定着支援 利用者数 1 0.0 1 0.0 1 0.0 

 

障がい福祉サービス全体の利用量増加に伴い、相談支援の利用も増加しています。 
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（月あたり） 

（月あたり） 

（月あたり） 

５ 障がい児通所支援 

区  分 単位 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

見込量 実績値 見込量 実績値 見込量 
実績値 

（見込） 

児童発達支援 
延べ日数 35 21.1 35 32.3 35 69.1 

人 5 4.0 5 6.7 5 11.7 

医療型児童発達支援 
延べ日数 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

人 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

放課後等デイサービス 
延べ日数 600 586.8 600 595.3 600 603.0 

人 40 41.4 40 40.3 40 39.4 

保育所等訪問支援 
延べ日数 1 0.7 1 1.3 1 1.6 

人 1 0.7 1 1.3 1 1.6 

居宅訪問型 

児童発達支援 

延べ日数 0 0.0 0 0.0 1 0.0 

人 0 0.0 0 0.0 1 0.0 

 

放課後等デイサービス事業所の職員不足など、受け入れ体制が不十分であり、事

業所の受け入れ可能な人数より利用希望者が多い状態となっているため、利用が進

んでおらず、サービス提供事業者の確保が必要となっています。 

  

６ 障がい児入所支援（胆江圏域で設定） 

区  分 単位 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

見込量 実績値 見込量 実績値 見込量 
実績値 

（見込） 

福祉型児童入所支援 人 3 10 3 10 3 9 

医療型児童入所支援 人 1 6 1 5 1 7 

 

関係機関と連携をとりながら、利用促進に繋げており、町内に事業所はないもの

の近隣市の事業所を利用することにより、利用者は増加しています。 
 

７ 障がい児相談支援 

区  分 単位 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

見込量 実績値 見込量 実績値 見込量 
実績値 

（見込） 

計画相談支援 利用者数 12 11.3 12 10.0 12 9.9 

 

 障がい児相談支援は、利用量はやや減少しています。 
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（月あたり） 

８ 医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーター配置

人数 

区  分 単位 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

見込量 実績値 見込量 実績値 見込量 
実績値 

（見込） 

コーディネーターの 

配置人数 
人 0 0 0 0 1 0 

 

圏域での配置等検討をすすめているところです。 

コーディネーターは、地域において医療的ケア児等への支援を総合調整する専門

職になります。 

  

 

９ 発達障がい者に対する支援 

区 分 単位 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

見込量 実績値 見込量 実績値 見込量 
実績値 

（見込） 

ペアレントトレーニングやペ

アレントプログラム等の支援

プログラムの受講者 

人 0 0 0 0 3 0 

ペアレントメンターの人数 人 0 0 0 0 1 0 

ピアサポートの活動への 

参加人数 
人 0 0 0 0 1 0 

 

 関係機関と調整を図りながら、実施に向けて検討を進めているところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第３章 実施状況 

22 
 

10 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

区 分 単位 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

見込量 実績値 見込量 実績値 見込量 
実績値 

（ 見 込 ） 

保健、医療及び福祉関係者による

協議の場の開催回数 
回 0 0 0 0 1 0 

保健、医療及び福祉関係者による

協議の場の参加人数 
人 0 0 0 0 6 0 

保健、医療及び福祉関係者による

協議の場における目標設定及び評

価の実施回数 

回 0 0 0 0 1 0 

精神障がい者の地域移行支援 人 1 0 1 0 1 0 

精神障がい者の地域定着支援 人 1 0 1 0 1 0 

精神障がい者の共同生活援助 人 1 0 1 0 1 ３ 

精神障がい者の自立生活援助 人 1 0 1 0 1 0 

 

 令和５年度には精神病院に長期入院している精神障がい者が退院後、３人共同生

活援助を利用しており、退院可能な精神障がい者がいた都度、関係機関と連絡をと

りながら精神障がい者の地域移行を実施しているところです。 

 

11 相談支援体制の充実・強化のための取組 

区 分 単位 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

見込量 実績値 見込量 実績値 見込量 
実績値 

（ 見 込 ） 

総合的・専門的な相談支援の有無 有・無 有 有 有 有 有 有 

地
域
の
相
談
支
援
体
制
の
強
化 

地域の相談支援事業に

対する訪問等による専

門的な指導・助言件数 

件 1 

 

0 1 

 

5 1 

 

11 

地域の相談支援事業者

の人材育成の支援件数 
件 1 

 

0 

 

1 

 

0 1 

 

0 

地域の相談機関と連携

強化の取組の実施回数 
回 1 

 

0 1 

 

5 1 

 

11 

 

 基幹相談支援センターを設置しているほか、令和４年度から定期的に町内の相談

機関と連携会議を実施しています。 
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（年間） 

Ⅲ 地域生活支援事業の見込量に対する実績 

〇サービスの見込量 

※（  ）は実績値。令和 5 年度については見込値。 

区 分 単 位 
令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 
備 考 

（１）相談支援事業 

 

①障がい者相談支援事業 

 
基幹相談支援センタ

ーの設置 
か所 1(1) 1(1) 1(1)  

②基幹相談支援センター

等機能強化事業 
か所 1(1) 1(1) 1(1)  

③住宅入居等支援事業 人 1(0) 1(0) 1(0)  

（２）成年後見制度利用支援

事業 
人 0(0) 1(0) 1(0)  

（３）意思疎通支援事業 

 

①手話通訳者・要約筆記

者派遣事業 
件 50(95) 50(181) 50(210) 実派遣回数 

②手話通訳者設置事業 人 0(0) 0(0) 0(0) 
実設置見込み者

数 

（４）日常生活用具給付等事業 

 

① 介護・訓練支援用具 件 1(0) 1(1) 1(0) 給付見込件数 

②自立生活支援用具 件 2(3) 2(0) 2(0) 給付見込件数 

③在宅療養等支援用具 件 ３(4) ３(2) ３(0) 給付見込件数 

④情報・意思疎通支援用

具 
件 ３(1) ３(0) ３(2) 給付見込件数 

⑤排せつ管理支援用具 件 370(346) 370(364) 370(390) 給付見込件数 

⑥居宅生活動作補助用具 

（住宅改修費） 
件 1(0) 1(1) 1(1) 給付見込件数 

（５）移動支援事業 
人 1(0) 1(0) 1(0) 実意用人員 

時間 12(0) 12(0) 12(0) 延べ利用時間 

（６）地域活動支援センター 

 

①自市町村利用分 
か所 0(0) 0(0) 1(0) 設置か所数 

人 0(0) 0(0) 4 (0) 実利用人員 

② 他市町村利用分 
か所 1(1) 1(1) 2(1) 設置か所数 

人 5(2) 5(2) 7(3) 実利用人員 

資料：保健福祉センター（各年度３月末現在） 
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〇意思疎通支援事業について 

病院受診等の定期的な利用により、利用者は増加しています。 

 

〇日常生活用具について 

排泄管理支援用具が大半を占めているものの、その他用具についても、一定

数給付しており、概ね計画どおりに推移しています。 

 

〇移動支援事業及び地域活動支援センターについて 

圏域に実施事業所が少ない等の理由から、利用者数が少ない状況となってい

るため、制度周知と体制強化を行っていく必要があります。  
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 第４章 数値目標 

 

Ⅰ 令和８年度の目標値の設定 

障がい者の自立に向け、障がい者の地域生活移行や就労支援などの新たな課題

に対応するため、国の定めた基本指針により３か年ごとに目標値を設定すること

とされており、令和８年度を目標年度として、次に掲げる事項について、目標値

を設定しています。 

本町では、国の定めた基本指針及び岩手県の基本的な考え方を基に、町の実情

を勘案した目標値を設定し、その達成に向けて施策等を講じていきます。 

 

１ 福祉施設の入所者の地域生活への移行促進 

項 目 数 値 考 え 方 

現在の施設入所者数（A） 18 人 令和４年度末時点の施設入所者数 

令和８年度末の施設入所者数（B） 16 人 令和８年度末の利用人員見込 

【目標値】 

施設入所者の地域生活移行者数 

2 人 

（A の 1１%） 

施設入所者の地域生活への移行者見込数 

（国の目標：6.0％以上） 

【目標値】 

福祉施設入所者数の削減（A - B） 

２人 

（A の 1１%） 

施設入所者数の削減見込数                               

（国の目標：5％以上） 

 

２ 地域生活支援拠点等が有する機能の充実 

緊急時の受入れ対応や相談支援機能の体制整備が必要とされていますが、町

単独での設置は多額の費用を必要とすることや対応する事業所の確保が困難で

あることから、圏域での整備に向け関係機関との意見交換を行う等、検討して

いきます。 

【目標値】 

地域生活支援拠点等の数 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

0 か所 0 か所 1 か所 

 

【目標値】 

運用状況の検証及び検討回数 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

０回 ０回 １回 
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３ 福祉施設から一般就労への移行促進 

項 目 数  値 考 え 方 

現在の年間一般就労移行者数 0 人 
令和 3 年度において就労移行支援事業等を

通じた一般就労への移行者数 

【目標値】 

目標年度の年間一般就労移行者数 
4 人 

令和８年度において就労移行支援事業等を

通じた一般就労への移行者数 

（国の目標：1.28 倍以上） 

 

項 目 数  値 考 え 方 

就労移行支援事業所の一般就労移行者数 0 人 
令和 3 年度末における就労移行支援事業所

の一般就労移行者数 

【目標値】 

目標年度の移行者数 
２人 

令和８年度末の就労移行支援事業所の移行

者数（国の目標：1.31 倍以上） 

 

項 目 数  値 考 え 方 

就労継続支援 A 型事業所の移行者数 0 人 
令和 3 年度末における、就労継続支援 A 型

事業所の移行者数 

【目標値】 

目標年度の移行者数 
1 人 

令和８年度末における、就労継続支援 A 型

事業所の移行者数 

（国の目標：1.29 倍以上） 

 

項 目 数  値 考 え 方 

就労継続支援 B 型事業所の移行者数 0 人 
令和 3 年度末における、就労継続支援 B 型

事業所の移行者数 

【目標値】 

目標年度の移行者数 
2 人 

令和８年度末における、就労継続支援 B 型

事業所の移行者数 

（国の目標：1.28 倍以上） 

 

項 目 数  値 考 え 方 

就労定着支援利用者数の割合 

及び就労定着率 

0％ 

0％ 

令和 3 年度末における、就労定着支援の利

用者の割合及び利用事業所の割合 

【目標値】 

目標年度の就労定着支援利用者の割合 
70％ 

令和８年度における就労移行支援事業所等

を通じた一般就労移行者数の７割 

【目標値】 

目標年度の一般就労移行者数が７割以上

の事業所の割合 

25％ 
就労定着支援事業所のうち、就労定着率 7

割以上の事業所が全体の 25％以上 
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４ 障がい児支援の提供体制の整備等 

 

（１）児童発達支援センターの設置 

【目標値】 

令和８年度末の児童発達支援センターの数 
1 か所 

 

（２）保育所等訪問支援体制の構築 

【目標値】 

令和８年度末の保育所等訪問支援の数 
1 か所 

 

（３）重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサー

ビス事業所の確保 

【目標値】 

令和８年度末の重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所の数 
1 か所 

 

【目標値】 

令和８年度末の重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービス事業所の数 
1 か所 

 

（４）医療的ケア児の適切な支援体制の確保 

【目標値】 

令和 8 年度末の保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を

図るための協議の場の設置数 

１か所 

 

（５）相談支援体制の整備 

【目標値】 

令和８年度末の総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強

化を実施する体制の確保 

1 か所 

 

（６）障がい福祉サービス等実施の向上支援 

【目標値】 

令和８年度末の障がい福祉サービス等の質の向上をさせる取組体制の構築 
1 か所 
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第５章 障がい福祉サービス等の見込量 

 

障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービスごとに、過去実績や事業者の

事業移行計画、利用者ニーズ等を基に、各年度における必要とするサービスの

見込量と確保のための方策について、次のとおり定めます。 

【見込量算定の考え方】 

令和５年９月実績値を基礎として、第６期計画の実績、実施事業所の提供体制

及び利用者ニーズ等を勘案して推計。 

 

Ⅰ 障がい福祉サービス 

１ 訪問系サービス 

【サービスの見込量（月当たり）】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

居宅介護 
延べ時間 90 90 90 

利用者数 14 14 14 

重度訪問介護 
延べ時間 0 0 0 

利用者数 0 0 0 

同行援護 
延べ時間 4 4 4 

利用者数 2 2 2 

行動援護 
延べ時間 0 0 0 

利用者数 0 0 0 

重度障がい者等包括支援 
延べ時間 0 0 0 

利用者数 0 0 0 

【見込量確保のための方策】 

地域の関係機関やサービス提供事業者との連携を図るとともに、利用者へ

の情報提供や意向把握に努め、サービス提供事業者に対してサービスの質の

向上に向けた支援等を行います。 

 

２ 居住系サービス 

【サービスの見込量（月当たり）】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

自立生活援助 利用者数 1 1 1 

共同生活援助（グループホーム） 利用者数 38 40 42 

施設入所支援 利用者数 18 17 16 

【見込量確保のための方策】 

退院可能な精神障がい者や施設入所者の地域生活へのスムーズな移行を進
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め、グループホームなど居住の場の確保や事業者への働きかけなど、障がい

福祉圏域において施設整備が図られるよう、協議・調整していきます。 

また、地域住民に対し、障がいの理解や認識が深まるよう情報提供や周知

に努めるとともに協力を求めていきます。 

 

３ 日中活動系サービス 

【サービスの見込量（月当たり）】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

生活介護 
延べ日数 1,080 1,100 1,120 

利用者数 54 55 56 

自立訓練（機能訓練） 
延べ日数 0 0 0 

利用者数 0 0 0 

自立訓練（生活訓練） 
延べ日数 0 0 0 

利用者数 0 0 0 

就労選択支援 
延べ日数 0 0 0 

利用者数 0 0 0 

就労移行支援 
延べ日数 88 88 88 

利用者数 4   4 4 

就労継続支援（A 型） 
延べ日数 308 330 352 

利用者数 14 15 16 

就労継続支援（B 型） 
延べ日数 1,120 1,160 1,200 

利用者数 56 58 60 

就労定着支援 利用者数 1 1 1 

療養介護 利用者数 5 5 5 

短期入所（福祉型） 
延べ日数 30 49 64 

利用者数 6 7 8 

短期入所（医療型） 
延べ日数 5 5 5 

利用者数 1 1 1 

【見込量確保のための方策】 

利用者のニーズに対応できるよう、県及び近隣市町と連携するとともに、

利用者への情報提供や意向把握に努めます。 

障がいのある人の一般就労促進に向けて就労支援に関する課題を把握し、

関係機関との連携を強化するとともに、サービス提供事業者に対して利用者

の動向やニーズに関する情報の提供を行い、事業参入の促進を図り、一般就

労への移行が円滑に進むよう配慮したサービス提供を行います。 
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４ 相談支援 

【サービスの見込量（月当たり）】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

計画相談支援 利用者数 30 30 30 

地域移行支援 利用者数 1 1 1 

地域定着支援 利用者数 1 1 1 

【見込量確保のための方策】 

地域自立支援協議会を中心として、障がいのある人のニーズの把握や困難

ケース等への対応を検討しながら情報を共有し、意識の向上を図ります。 

障がいのある人や介助者に対して、相談などの方法により障がいのある人

の自立支援のための情報提供やサービス利用の調整を図ります。 

施設や病院に入所又は入院している障がいのある人に対して、地域生活へ

の移行が円滑に行われるように支援を行います。 

 

５ 障がい児通所支援 

【サービスの見込量（月当たり）】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

児童発達支援 
延べ日数 72 84 96 

利用者数 12 13 14 

医療型児童発達支援 
延べ日数 0 0 0 

利用者数 0 0 0 

放課後等デイサービス 
延べ日数 600 756 840 

利用者数 40 42 42 

保育所等訪問支援 
延べ日数 4 6 8 

利用者数 2 3 4 

居宅訪問型児童発達支援 
延べ日数 0 0 1 

利用者数 0 0 1 

【見込量確保のための方策】 

障がい児とその家族の利用ニーズを把握しサービスの周知に努めるととも

に、関係機関が連携して情報を共有し、障がい児を療育する家庭の支援に努

めます。 
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６ 障がい児入所支援（胆江圏域で設定） 

【サービスの見込量（月当たり）】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

福祉型児童入所支援 人 10 10 10 

医療型児童入所支援 人 6 6 6 

 

７ 障がい児相談支援 

【サービスの見込量（月当たり）】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

計画相談支援 利用者数 10 11 12 

【見込量確保のための方策】 

計画相談支援同様、障がい児及びその家族のニーズにあった障がい児支援

利用計画が適切に作成されるよう、相談支援事業所との連携により、必要な

相談支援の提供等の支援に努めます。 

 

８ 医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの数 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

医療的ケア児等に関する 

コーディネーターの配置数 
人 0 0 1 

【見込量確保のための方策】 

医療的ケア児及びその家族等のニーズを把握し、適切な支援を受けられる

ようにコーディネーターの配置に努めます。 

 

９ 発達障がい者に対する支援 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

ペアレントトレーニングやペアレ

ントプログラム等の支援プログラ

ムの受講者 

人 0 0 4 

ペアレントトレーニング又はペア

レントプログラム等の支援プログ

ラム等の実施者数 

人 0 0 4 

ペアレントメンターの人数 人 0 0 1 

ピアサポートの活動への 

参加人数 
人 0 0 1 

【見込量確保のための方策】 

必要とする方々のニーズに合った療育支援を行うため、関係課及び関係機

関と協議・情報共有をしながら、支援・研修の提供体制整備に努めます。 



 

第５章 障がい福祉サービス等の見込量 

32 
 

10 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

保健、医療及び福祉関係者による協

議の場の開催回数 
回 0 0 1 

保健、医療及び福祉関係者による協

議の場の参加人数 
人 0 0 6 

保健、医療及び福祉関係者による協

議の場における目標設定及び評価の

実施回数 

回 0 0 1 

精神障がい者の地域移行支援 人 1 1 1 

精神障がい者の地域定着支援 人 1 1 1 

精神障がい者の共同生活援助 人 1 1 1 

精神障がい者の自立生活援助 人 1 1 1 

精神障がい者の自立訓練（生活訓練） 人 1 1 1 

【見込量確保のための方策】 

精神障がい者が地域で安心して暮らせるよう、医療関係者等と連携し、適

切な支援を行える協議の場を確保します。 
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11 相談支援体制の充実・強化のための取組 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

総合的・専門的な相談支援の有無 有・無 有 有 有 

基幹相談支援センターによる地域の相談支援体制の強化 

 

地域の相談支援事業に対する

訪問等による専門的な指導・

助言件数 

件 12 12 12 

地域の相談支援事業者の人材

育成の支援件数 
件 1 1 1 

地域の相談機関と連携強化の

取組の実施回数 
回 1 1 1 

個別事例の支援内容の検証の

実施回数 
回 3 3 3 

基幹相談支援センターにおけ

る主任相談支援専門員の配置

数 

人 0 1 1 

協議会における個別事例の検討を通じた地域のサービス基盤の開発・改善 

 相談支援事業所の参画による

事例検討実施回数 
件 1 1 1 

相談支援事業所の参画による

参加事業者・機関数 
ケ所 10 10 10 

協議会の専門部会の設置数 部会 3 3 3 

協議会の専門部会実施回数 回 9 9 9 

【見込量確保のための方策】 

障がいのある人のニーズの把握や対応を関係機関と連携しながら、必要な

支援を行います。また、相談支援・障がい児相談支援の取組強化に努めます。 

 

12 障がい福祉サービスの質を向上させるための取組 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

障がい福祉サービス等に係る各種

研修の参加人数 
人 5 5 5 

障がい者自立支援審査支払等シス

テムによる審査結果の共有の有無

と実施回数 

有・無 有 有 有 

回 1 1 1 

【見込量確保のための方策】 

障がい福祉サービス事業者の体制や状況を把握するとともに、サービス利

用者が適切な支援を受けられるよう、体制強化に努めます。 
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Ⅱ 地域生活支援事業の見込量 

【サービスの見込量（年当たり）】 

区 分 単 位 
令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 
備 考 

（１）相談支援事業 

 

①障がい者相談支援事業 

 
基幹相談支援センターの設

置 
か所 1 1 1  

②基幹相談支援センター等機

能強化事業 
か所 1 1 1  

③住宅入居等支援事業 人 0 0 1  

（２）成年後見制度利用支援事業 人 1 1 1  

（３）成年後見制度法人後見支援

事業 
 有 有 有  

（４）意思疎通支援事業 

 

①手話通訳者・要約筆記者派遣

事業 
件 200 200 200 実派遣回数 

②手話通訳者設置事業 人 0 0 0 実設置見込み者数 

（５）日常生活用具給付等事業 

 

①介護・訓練支援用具 件 1 1 1 給付見込件数 

②自立生活支援用具 件 2 2 2 給付見込件数 

③在宅療養等支援用具 件 3 3 3 給付見込件数 

④情報・意思疎通支援用具 件 2 2 2 給付見込件数 

⑤排せつ管理支援用具 件 400 400 400 給付見込件数 

⑥居宅生活動作補助用具 

（住宅改修費） 
件 1 1 1 給付見込件数 

（６）移動支援事業 
人 1 1 1 実利用人員 

時間 12 12 12 延べ利用時間 

（７）地域活動支援センター 

 

①自市町村利用分 
か所 0 0 0 設置か所数 

人 0 0 0 実利用人員 

②他市町村利用分 
か所 1 1 1 設置か所数 

人 5 5 5 実利用人員 
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【見込量確保のための方策】 

（１）相談支援事業 

基幹相談支援センターを引き続き設置し、相談支援体制の強化を図ります。 

 

（２）成年後見制度利用支援事業、（３）成年後見法人後見支援事業 

成年後見制度について、周知を図るとともに、中核機関の設置により利用

促進に繋がるよう努めます。 

 

（４）意思疎通支援事業 

関係機関と連携し、迅速な対応を行うとともに、事業周知を図りながら利

用促進に努めます。 

 

（５）日常生活用具給付等事業 

障がい者の日常生活が滞らないよう、迅速かつ適切な給付を行い、障がい

者支援に努めます。 

 

（６）移動支援事業 

利用ニーズの把握に努めるとともに、障がい者の社会参加に繋がるよう、

サービス提供事業者との連携及び体制強化に努めます。 

 

（７）地域活動支援センター 

関係機関及びサービス提供事業者と連携し、ニーズの把握とサービス提供

体制の整備に努めます。 
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資 料 用語の説明 

 

Ⅰ 障がい福祉サービスについて 
１ 訪問系サービス 

（主として自宅において提供される支援サービス） 

用 語 説 明 

居宅介護 

（ホームヘルプ） 
自宅で入浴・排せつ・食事の介護などを行います。 

重度訪問介護 
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴・

排せつ・食事の介護、外出時の移動支援等を総合的に行います。 

同行援護 

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、外出時にお

いて同行して行う移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他

の外出時に必要な援助を行います。 

行動援護 

知的・精神障がいにより著しく行動上の困難があり、常時介護を

必要とする人に対して、行動の際に生じる危険を避けるために

必要な援護、外出時の介護を行います。 

重度障がい者等 

包括支援 

常に介護を必要とする人で、介護の必要性が特に高いと認めら

れた人に、居宅介護等の障がい福祉サービスを包括的に提供し

ます。 

 

２ 居住系サービス 

（施設などを利用し、主として夜間や休日に提供される支援サービス） 

用 語 説 明 

自立生活援助 

施設やグループホームを利用していた障がい者で一人暮らしを

する方に対して、生活面での課題や体調などについて定期的な

訪問により確認をし、必要な助言や医療機関等との連絡調整を

行います。 

共同生活援助 

（グループホーム） 

夜間や休日の共同生活を行う住居として、相談・入浴・排せつ又

は食事の介護その他の日常生活上の援助を行います。 

施設入所支援 
施設に入所する人に、夜間や休日に入浴・排せつ・食事の介護な

どを行います。 
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３ 日中活動系サービス 

（施設などを利用し、主として昼間に提供される支援サービス） 

用 語 説 明 

生活介護 
常に介護を必要とする人に、施設で入浴・排せつ・食事の介護等

を行うとともに、創作的活動や生産活動の機会を提供します。 

自立訓練（機能訓練） 
理学療法や作業療法など、身体機能のリハビリテーション、歩行

訓練、コミュニケーションや家事等の訓練を一定期間行います。 

自立訓練（生活訓練） 

食事や家事など、日常生活能力を向上させるための支援、日常生

活上の相談支援、関係機関との連絡調整の支援を一定期間行い

ます。 

就労選択支援 

働く力と意欲のある障がい者に対して、障がい者本人が自分の

働き方を考えることをサポート（考える機会の提供含む）し、就

労移行支援の利用や一般就労等への選択の機会を適切に提供す

る。 

就労移行支援 

一般企業などへの就労を希望する人に、生産活動やその他の活

動の機会を提供し、就労に必要な知識・能力の向上のために必要

な訓練を一定期間行います。 

就労継続支援（A 型） 

一般の事業所で働くことが困難な方に、主に雇用契約により働

く場を提供するとともに、一般就労への移行に向けた支援を行

います。 

就労継続支援（B 型） 

一般の事業所で働くことが困難な方に、雇用契約なしで、職業訓

練を中心とした働く場を提供するとともに、一般就労への移行

に向けた支援を行います。 

就労定着支援 

就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障がい者で、

就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている方に対

し、相談や連絡調整等、課題解決に向けて必要となる支援を行い

ます。 

療養介護 

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練や療養

上の管理、看護、医学的管理の下での介護、日常生活上の世話を

行います。 

短期入所 

（ショートステイ） 

自宅で介護する人が病気等の場合に、短期間（夜間も含む）施設

で入浴・排せつ・食事の介護等を行います。 
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４ 計画相談支援等 

（障がい福祉サービスの利用計画の作成、地域生活への移行や定着を支援

するサービス） 

用 語 説 明 

計画相談支援 

障がい者の自立した生活を支え、障がい者の抱える問題の解決

や適切なサービス利用に向けてケアマネジメントによりきめ細

かく支援するため、サービスの支給決定前にサービス利用計画

を作成し、定期的にモニタリングを行います。 

地域移行支援 

障がい者支援施設等に入所している障がい者又は精神科病院に

入院している精神障がい者の地域移行を推進するため、住居の

確保その他の地域生活に移行するための活動に関する相談など

を行います。 

地域定着支援 

居宅において単身生活する障がい者や、家族の状況等により同

居している家族による支援を受けられない障がい者に対し、常

時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の

事態等における相談、訪問等の支援を行います。 

 

５ 障がい児通所支援系サービス 

（障がい児を対象に、施設などを利用し昼間に提供される支援するサービス） 

用 語 説 明 

児童発達支援 
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生

活への適用訓練、その他必要な支援を行います。 

医療型児童発達支援 
児童発達支援のうち、上肢、下肢または体幹の機能の障がいのあ

る児童に対する児童発達支援及び治療を行います。 

放課後等デイサービス 
生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その

他必要な支援を行います。 

保育所等訪問支援 
障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支

援その他必要な支援を行います。 

居宅訪問型 

児童発達支援 

重度の障がい等である障がい児であって、障がい児通所支援を

利用するために外出することが著しく困難な障がい児に発達支

援が提供できるよう、障がい児の居宅を訪問して発達支援を行

います。 

福祉型 

障がい児入所支援 

障がいのある児童を入所させて、保護、日常生活の指導及び自活

に必要な知識や技能の付与を行います。 

医療型 

障がい児入所支援 

医療的なケアを必要とする児童に対する障がい児入所支援及び

治療を行います。 

障がい児相談支援 

障がい児通所支援等の利用を希望する児童及び保護者に、障が

い児支援利用計画を作成し、通所支援開始後、一定期間ごとにモ

ニタリングを行う等の支援を行います。 
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Ⅱ 地域生活支援事業等 

（地域の特性や利用者の状況に応じて、自治体の創意工夫により実施する事業） 

用 語 説 明 

相談支援事業 
障がい者（児）及びその保護者、介護者等からの相談に応じると

ともに、必要な情報の提供・助言を行います。 

基幹相談支援センター

等機能強化事業 

相談支援事業が適正かつ円滑に実施されるよう、一般的な相談

支援事業に加え、特に必要と認められる能力を有する専門的職

員を基幹相談支援センター等に配置することや、基幹相談支援

センター等が地域における相談支援事業者等に対する専門的な

指導・助言、情報収集・提供、人材育成の支援、地域移行に向け

た取組等を実施することにより、相談支援機能の強化を図るこ

とを目的とします。 

住宅入居等支援事業 

賃貸契約による一般住宅（公営住宅及び民間の賃貸住宅）への入

居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困

難な障がい者に対し、入居に必要な調整に係る支援を行うとと

もに、家主等への相談・助言を通じて障がい者の地域生活を支援

します。 

成年後見制度 

利用支援事業 

知的・精神障がいのある人で判断能力が不十分な人について、障

がい福祉サービスの利用契約の締結等が適切に行われるように

するため、成年後見の申し立てに必要な経費の全部または一部

を助成します。 

意思疎通支援事業 

聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障がいのため意思疎通

を図ることに支障がある人等に、手話通訳等の方法により、その

他の人との意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行い、意

思疎通の円滑化を図ります。 

日常生活用具 

給付等事業 

重度障がい者の日常生活上の便宜を図るため、必要に応じ用具

を給付します。 

移動支援事業 

屋外での移動が困難な視覚障がい者、全身性障がい者、知的障が

い者及び精神障がい者について、社会生活上必要不可欠な外出

及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援しま

す。 

地域活動支援センター 
地域活動支援センターを通じて、障がい者等に創作的活動、生産

活動の機会を提供し、社会との交流の促進等を図ります。 
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Ⅲ 障害者総合支援法 

用 語 説 明 

共生社会 
これまで十分に社会参加ができるような環境になかった障がい

者（児）が積極的に参加・貢献できる社会を指します。 

日中サービス支援型 

指定共同生活援助 

事業所の職員が、24 時間支援体制を確保し、相談や家事等の日

常生活上の援助と入浴等の介護を合わせてサービスを行いま

す。 

ペアレントプログラム 
育児に不安がある保護者等を、地域の支援者が効果的に支援で

きるよう設定されたグループ・プログラムをいいます。 

ペアレント 

トレーニング 

保護者が子どもとのより良い関わり方を学びながら、日常の子

育ての困りごとを解消し、子どもの発達促進や行動改善を目的

とした保護者向けのプログラムをいいます。 

ペアレントメンター 

発達障がいのある子どもを育てた経験を活かし、同じような発

達障がいのある子どもを持つ親に対し、共感的支援や実体験を

基に情報提供を行います。ペアレントメンターは相談支援に関

する一定のトレーニングを受けています。 

児童発達支援センター 

地域の障がいのある児童を通所させ、日常生活における基本的

動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与、集団生活への適応

のための訓練を行う施設です。福祉サービスを行う「福祉型」と、

福祉サービスに併せて治療を行う「医療型」があります。 

ピアサポート 
専門家によるサポートとは違い、仲間や同輩が相互に支え合い、

課題解決する活動をいいます。 
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